
   

税務ＱＡ                １７．１１－２ 
 
Ｑ２  （社会保険料控除の対象と所得控除の種類） 
医師年金掛金は社会保険料控除の対象にならないということですが、控除の対象とな

る社会保険料の主なものを教えてください。また、所得控除の種類は現在いくつあり

ますか。 
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    ポイント 
（１） 所得控除の１つである社会保険料控除の対象となる社会保険料は、医療保険、年金保険、 
労働保険の３つを目的とするもので主な内容は下記のとおりとなっています。 

   （２）所得控除は現在全部で１５種類あり、そのあらましは下記一覧のとおりです。 
 
１．社会保険料控除の対象となる社会保険料 

   控除の対象となる社会保険料は、主として次に掲げる保険料等のほか所得税法に規定されている

ものに限られています。 

① 医療保険を目的とするもの――健康保険の保険料、国民健康保険の保険料又は国民健康保険税、 

   地方公共団体職員の相互扶助制度の掛金、介護保険の保険料、政府管掌健康保険等の承認法人

等への掛金 

② 年金保険を目的とするもの――厚生年金保険の保険料、厚生年金基金加入員の掛金、国民年金の    

保険料、国民年金基金加入員の掛金、農業者年金の保険料、国会議員互助年金の納付金 

③ 労働保険を目的とするもの――労働保険の保険料、雇用保険の保険料、恩給納金 

④ 医療、年金保険を目的とするもの――国家公務員共済組合の掛金、地方公務員等共済組合の掛金、

私立学校教職員共済組合の掛金、船員保険の保険料 

２．現在の所得控除一覧 

 種  類      内   容                 控    除    額 

                                所  得  税       住 民 税 

 雑損控除  災害、盗難、横領により生活資産 （損失額－所得の１０％）         いずれか 

       などに受けた損害        （損失額のうち災害関連支出額）－５万円  多い額 

医療費控除 本人、生計を一にする配偶者や  支払医療費－（医療費を補填する金額）－（１０万円 

       親族のために支払った医療費   か所得の５％のいずれか少ない額）(最高２００万円) 

社会保険料 本人、生計を一にする配偶者や 

控除    親族の健康保険料、介護保険料、   全  額 

       公的年金等の保険料 

小規模企業 中小企業総合事業団に支払った第 

共済等掛金 一種共済契約の掛金、心身障害者   全  額 

控除    共済掛金、確定拠出年金掛金 

       本人、配偶者、その他の親族を   最高５万円              最高 



生命保険料 受取人とした生命保険料                                                ３．５万円 

控除    本人、配偶者を受取人とした    最高５万円              最高 

       個人年金保険料                                                        ３．５万円 

 

損害保険料 居住用の家屋、動産などに掛けた 

控除    火災保険料、傷害保険料、医療費  最高１．５万円            最高１万円     

       用保険料など 

       特定寄付金を支払ったとき。ただ  ( 特定寄付金の    いずれ         いずれ  １０ 

 寄付金控除 し、住民税では、自治体、共同募  支払額）      か少な －１万円   か少な－万円 

       金などに限る          （所得の３０％）   い額         い額  

 障害者控除  本人､控除対象配偶者､扶養親族が  １人につき ２７万円          ２６万円 

              障害者であるとき        特別障害者 ４０万円          ３０万円 

       夫と死別・離婚して扶養親族の 

  ある人。又は夫と死別し、所得が  ２７万円               ２６万円 

 寡婦控除  ５００万円以下の人 

       所得が５００万円以下で子を扶養  ３５万円               ３０万円 

       している人 

       妻と死別・離婚して生計を一にす 

 寡夫控除  る子があり、かつ所得が５００万  ２７万円               ２６万円 

       円以下の人 

 勤労学生  本人が勤労学生で所得が一定額   ２７万円               ２６万円 

 控除    以下の人 

       配偶者の所得が一定金額以下の  一般控除対象配偶者     ３８万円   ３３万円  

 配偶者控除 とき(控除対象配偶者があるとき)   〃 （同居特別障害者） ７３万円   ５６万円 

（７０歳以上…昭和 11.1.1 以前  老人控除対象配偶者(70 歳以上)４８万円  ３８万円 

  生れ）                           〃  （同居特別障害者）８３万円   ６１万円 

 配偶者特別 配偶者の所得が一定金額以下の  最高３８万円             最高３３万円 

 控除    とき（控除対象配偶者を除く) 

                       一般扶養親族       ３８万円   ３３万円 

       親族の所得が一定金額以下のとき   〃 （同居特別障害者）７３万円   ５６万円  

       (１６歳以上２３歳未満…昭和     特定扶養親族（年齢１６歳 

       ５８．１．２から平成２．１．１    以上２３歳未満）       ６３万円   ４５万円 

 扶養控除  まで生まれ)                         〃  （同居特別障害者）９８万円   ６８万円 

        (７０以上…昭和１１.１．１以前  老人扶養親族（７０歳以上）４８万円   ３８万円 

               生まれ)                         〃 （同居特別障害者）８３万円   ６１万円 

                       同居老親（７０歳以上）  ５８万円   ４５万円 

                  〃 （同居特別障害者）９３万円   ６８万円 

基礎控除  本人の控除           ３８万円                ３３万円 
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今年の変更点 ① 老年者控除５０万円が廃止されました。 ② 寄付金控除限度額が拡大されました（所 
得の２５％⇒３０％）。 ③ 国民年金の社会保険料控除を適用する場合には、確定申告
において、保険料の支払証明書の添付が義務づけられました。 

※ サラリーマンの場合、雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受けるためには、確定申告を

しなければなりません。  


